


「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）

は、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の

向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される

労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息期間、運転時間等の基準

を定めています。

令和６年４月１日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制

が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改

められます。ここでは、トラック運転者に適用される基準のポイント

を説明します。



〈改善基準告示の対象者〉

改善基準告示の対象者は、労働基準法第９条にいう労働者（同居の親族のみを使用する事業又は

事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主と

して従事するものです。

・「自動車の運転の業務に主として従事する」とは？

「自動車の運転の業務に主として従事する」か否かは、個別の事案の実態に応じて判断しますが、実態として、

物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ当該業務に従事す

る時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、該当することとなります。

このため、例えば、クレーン車のオペレーターが移動のため路上を走行するような場合には、原則として「自動

車の運転の業務に主として従事する」に該当しません。

！

・自家用自動車の自動車運転者にも適用されます

改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用されます。

このため、例えば、工場等の製造業における配達部門の自動車運転者等、自家用自動車（事業用自動車以外の自動

車をいう。）の自動車運転者にも適用されます。

なお、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として物を運

送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者については、トラック運転者に適用される基準（改善基

準告示第４条）が準用されることとなっており、上記の工場等の製造業における配達部門の自動車運転者等につい

ては、同基準が適用されます。

！

はじめに



（参考）個人事業主等である運転者にも、実質的に遵守が求められます

・労働基準法第９条にいう労働者に該当しない個人事業主等は、改善基準告示の直接の対象とはな

りません。

・他方、道路運送法(※１)及び貨物自動車運送事業法(※２)等の関連法令に基づき、旅客自動車運送事

業者及び貨物自動車運送事業者は、運転者の過労防止等の観点から、国土交通大臣が告示で定め

る基準(※３)に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させな

ければならない旨の規定が設けられており、その基準として、改善基準告示が引用されています。

当該規定は、個人事業主等である運転者にも適用され、実質的に改善基準告示の遵守が求められ

るものであることから、これらの事業者等の関係者は、このことに留意する必要があります。

※１ 昭和26年法律第183号

※２ 平成元年法律第83号

※３ 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第１項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準

（平成13年国土交通省告示第1675号）

 貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準

（平成13年国土交通省告示第1365号）



●拘束時間

労働時間と休憩時間（仮眠時間を含む。）の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使

用者に拘束される全ての時間をいいます。

●休息期間

使用者の拘束を受けない期間、つまり、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間

における疲労の回復を図るとともに、 睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全

く自由な判断に委ねられる時間をいいます。休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なるものです。

１ 拘束時間と休息期間の定義

拘束時間、休息期間1



１年の拘束時間は3,300時間以内、かつ、１か月の拘束時間は284時間以内です。

・労使協定（P26参照）により、１年のうち６か月までは、１年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内

において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。

・１か月の拘束時間が284時間を超える月は連続３か月までとしなければなりません。

・１か月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が100時間未満となるよう努める必要があります。

（労使協定で定める事項）

・協定の対象者 ・１年について各月及び年間合計の拘束時間 ・協定の有効期間 ・協定変更の手続等

２ １年、１か月の拘束時間
（改善基準告示第４条第１項第１号、第２号）

・「１か月」とは？

原則として暦月をいいます。

ただし、就業規則、勤務割表等において特定日を起算日と定めている場合は、当該特定日から起算した１か月

でも差し支えありません。

！

【原則】

【例外】



〈 ポイント 〉各月の拘束時間の調整

１年の拘束時間の限度を超えないよう、各月の拘束時間を調整する必要があります。

過労死等や過労運転を防止する観点から、トラック運転者の睡眠時間が十分確保されるよう運行計画を作

成しましょう。

・１か月の拘束時間を全て上限値（284時間×12か月）とすると1年の総

拘束時間が3,300時間を超えるため、改善基準告示違反になります。

・労使協定により拘束時間を延長する場合であっても、１か月の拘束時間を全

て上限値（284時間×６か月かつ310時間×6か月）とすると1年の総拘束

時間が3,400時間を超えるため、改善基準告示違反になります。

・１か月の拘束時間が284時間を超える月が４か月以上連続する場合も、改善

基準告示違反になります。



〈 ポイント 〉１か月の拘束時間の計算方法

１か月の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、１か月の各勤務の拘束時間（始業時刻から

終業時刻まで）をそのまま合計してチェックしてください。

※ただし、後述の「５ 特例」の 1⃣ 分割休息（休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与える場合）、4⃣フェリー

（フェリー乗船時間を休息期間として取り扱う場合）は、始業時刻から終業時刻までの間にある休息期間を除いて計算します。

図に沿って具体的に示すと次のとおりになります。

１か月の各勤務の拘束時間（始業時刻から終業時刻まで）をそのまま合計

・月曜日 始業8:00～終業21:00 13時間

・火曜日 始業6:00～終業19:00 13時間

  合計 A 時間

… …

１か月の各勤務の拘束時間の合計  A 時間≦１か月の拘束時間の限度（原則284時間、例外310時

間）であれば、改善基準告示を満たしています。



１日（始業時刻から起算して24時間をいう。）の拘束時間は13時間以内とし、

これを延長する場合であっても、上限は15時間です。

宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、１週について２回に限り、１日の拘束時間を16時間まで延長することができます。

❶ １日の拘束時間（改善基準告示第４条第１項第３号・第４号）

3 １日の拘束時間、１日の休息期間
（改善基準告示第４条第１項第３号～第５号）

・「宿泊を伴う長距離貨物運送」とは？

１週における運行が全て長距離貨物運送で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所にお

けるものである場合をいいます。

・「長距離貨物運送」とは？

一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送をいいます。

・「一の運行」とは？

自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。

！

※１日の拘束時間について13時間を超えて延長する場合は、14時間を超える回数をで

きるだけ少なくするよう努める必要があります。回数は１週について２回までが目安

です。この場合において、14時間を超える日が連続することは望ましくありません。

【原則】

【例外】





〈 ポイント 〉１日の拘束時間の計算方法

１日の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、始業時刻から起算した24時間の拘束時間に

よりチェックしてください。

※ただし、後述の「５ 特例」の 1⃣分割休息（休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与える場合）、4⃣フェリー

（フェリー乗船時間を休息期間として取り扱う場合）は、始業時刻から終業時刻までの間にある休息期間を除いて計算します。



図に沿って具体的に示すと次のとおりになります。

① 月曜日から始まる１日（始業時刻8:00からの24時間）の拘束時間

・月曜日 始業800～終業21:00 13時間

・火曜日 始業6:00～8:00     2時間

② 火曜日から始まる１日（始業時刻６:00からの24時間）の拘束時間

・火曜日 始業6:00～終業19:00 13時間

上記①②については、ともに改善基準告示を満たしていますが、①のように翌日の始業時刻が早まっている

場合（月曜日は始業時刻8:00だが、火曜日は始業時刻6:00）は、月曜日の始業時刻からの24時間に、火曜

日の6:00～8:00の２時間も含まれることになります。したがって、月曜日から始まる１日の拘束時間につい

ては、月曜日の13時間だけではなく、火曜日の２時間もカウントした合計15時間になります。

一方、②の火曜日から始まる１日の拘束時間については、火曜日の始業時刻６:00からの24時間でカウン

トしますので、月曜日から始まる１日の拘束時間でカウントした６:00～8:00についても、再度カウントする

ことになります。

合計15時間



１日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、

継続９時間を下回ってはなりません。

・宿泊を伴う長距離貨物運送（Ｐ5参照）の場合、１週について２回に限り、継続８時間以上とすることができ

ます。

・休息期間のいずれかが継続９時間を下回る場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えなけ

ればなりません。

・休息期間の取扱い（改善基準告示第4条第2項）

特に長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間

の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該トラック運転者の住所地における休息

期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長く確保されるよう努める必要があります。

！

❷ １日の休息期間（改善基準告示第４条第１項第５号）

【原則】

【例外】



→１日の拘束時間は16時間まで延長可（週２回まで）、１日の休息期間は継続８時間以上（週２回まで）
一の運行終了後は継続12時間以上の休息期間を与えなければなりません。



１ 2日平均１日の運転時間
（改善基準告示第４条第１項第６号）

２日を平均した１日当たり（２日平均１日）の運転時間は、９時間以内です。

〈 ポイント 〉２日平均１日の運転時間の計算方法

・２日（始業時刻から起算して48時間のことをいう。）平均１日の運転時間の算定に当たっては、特定の日

を起算日として２日ごとに区切り、その２日の平均を計算します。

・この特定日の運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、次の①②のいずれもが９時間を超えた場合

に、初めて違反と判断されます。

① 特定日の運転時間（A時間）と特定日の前日の運転時間（B時間）との平均

② 特定日の運転時間（A時間）と特定日の翌日の運転時間（C時間）との平均

特定日の前日（N－１日） 特定日（N日） 特定日の翌日（N＋１日）

B時間 A時間 C時間

B時間 ＋ A時間 A時間 ＋ C時間 
と

２ ２

が、いずれも９時間を超えた場合に初めて改善基準告示違反

運転時間２





2 2週平均１週の運転時間
（改善基準告示第４条第１項第６号）

２週間を平均した１週間当たり（２週平均１週）の運転時間は、44時間以内です。

〈 ポイント 〉２週平均１週の運転時間の計算方法

２週における総運転時間を計算する場合は、特定の日を起算日として２週ごとに区切り、その２週ごとに計

算します。

・①について、２週平均１週の運転時間は
44時間 ＋ 44時間

２
＝ 44時間であり、基準を満たしています。

・③について、２週平均１週の運転時間は
46時間 ＋ 44時間

２
＝ 45時間＞44時間であり、

・②について、２週平均１週の運転時間は
42時間 ＋ 46時間

２
＝ 44時間であり、基準を満たしています。

改善基準告示違反になります。

（図）２週平均１週の運転時間の考え方



・連続運転時間は４時間以内です。

・運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要です。

中断時には、原則として休憩を与えなければなりません。

・運転の中断は、１回おおむね連続10分以上とした上で分割することもできます。

ただし、１回が10分未満の運転の中断は、３回以上連続してはいけません。

サービスエリア又はパーキングエリア等が満車である等により駐車又は停車できず、やむを得ず連続運転時間が

４時間を超える場合には、４時間30分まで延長することができます。

（改善基準告示第４条第１項第７号、第８号）

・「おおむね連続10分以上」とは？

運転の中断は原則10分以上とする趣旨であり、例えば10分未満の運転の中断が３回以上連続する等の場

合は、「おおむね連続10分以上」に該当しません。

・「サービスエリア又はパーキングエリア等」には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅

も含まれます。

！

【原則】

【例外】

連続運転時間３



〈 ポイント 〉連続運転時間の考え方

連続運転時間は４時間以内が原則であり、例外が設けられたことをもって、連続運転時間が４時間30分に

延長されたと解してはなりません。このことを踏まえ余裕をもった運行計画を作成しましょう。また、運転

の中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成しましょう。

(図)連続運転時間と運転の中断 連続運転時間のカウントは、運転の中断が30分に達したところでリセットされます。

・①③④について、運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に、１回がおおむね連続10分以上、合計が30分以

上運転を中断しているので、基準を満たしています。

・②について、運転直後に連続30分運転を中断しているものの、連続運転時間が４時間を超えているので、改善

基準告示違反になります（例外が適用されていない場合）。

・⑤について、１回が10分未満の運転の中断が３回連続しているので、改善基準告示違反になります。

連続運転時間 運転の中断（原則休息）

※おおむね連続10分以上



・トラック運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延

した場合、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間から、予期し

得ない事象への対応時間を除くことができます。

・この場合、勤務終了後、通常どおりの休息期間（継続11時間以上与えるよう努め

ることを基本とし、継続９時間を下回らない）を与えることが必要です。

※１か月の拘束時間等の他の規定からは、予期し得ない事象への対応時間を除く

ことはできません。

（改善基準告示第４条第３項）

予期し得ない事象への対応時間の取扱い４



〈 ポイント 〉予期し得ない事象への対応時間の考え方

「予期し得ない事象への対応時間」とは、次の１、２の両方の要件を満たす時間をいいます。

１ 次のいずれかの事象により生じた運行の遅延に対応するための時間であること。

① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。

② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。

③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。

④ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと。

※ 当該事象は「通常予期し得ない」ものである必要があり、例えば、平常時の交通状況等から

事前に発生を予測することが可能な道路渋滞等は、これに該当しません。



２ 客観的な記録により確認できる時間であること。

次の①の記録に加え、②の記録により、当該事象が発生した日時等を客観的に確認できる

必要があります。①の記録のみでは「客観的な記録により確認できる時間」とは認められ

ません。

① 運転日報上の記録

・対応を行った場所

・予期し得ない事象に係る具体的事由

・当該事象への対応を開始し、及び終了した時刻や所要時間数

② 予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料

例えば次のような資料が考えられます。

ア 修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等

イ フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し

ウ 公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情

報の写し（渋滞の日時・原因を特定できるもの）

エ 気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写し



〈 ポイント 〉予期し得ない事象への対応時間

予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、改善基準告示の適用となる１日の拘束時間、運転時間

（２日平均）、連続運転時間は、実際の時間から予期し得ない事象への対応時間を除いた時間になります。

(図)運転中に事故の発生に伴い、道路が渋滞した場合

運転中の17:00に事故の発生に遭遇し、20:00まで道路渋滞が生じたため、3時間の運行の遅延が生じました。





業務の必要上、勤務終了後、継続９時間以上（宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は

継続８時間以上）の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たす

ものに限り、当分の間、一定期間（１か月程度を限度とする。）における全勤務回

数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割

して与えることができます。

・分割された休息期間は、１回当たり継続３時間以上とし、2分割又は３分割とし

ます。

・１日において、２分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以

上の休息期間を与えなければなりません。

・休息期間を３分割する日が連続しないよう努める必要があります。

１ 分割休息
（改善基準告示第４条第４項第１号）

特例5



〈 ポイント 〉分割休息特例の考え方

睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、継続した休息期間を確保することが重要です。休息期間を分

割することは本来好ましいものではなく、できる限り避けるべきものであることに留意しましょう。



2 ２人乗務
（改善基準告示第４条第４項第２号）

トラック運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合であって、車両内

に身体を伸ばして休息することができる設備があるときは、拘束時間を20時間ま

で延長するとともに、休息期間を４時間まで短縮することができます。

設備が次の①②のいずれにも該当する車両内ベッドであり、かつ、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間

を与える場合は、拘束時間を24時間まで延長することができます。

この場合において、８時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を28時間まで延長することがで

きます。

①長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であること。

②クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

【原則】

【例外】



〈 ポイント 〉2人乗務特例の例外の考え方

馬匹輸送（競走馬輸送）におけるトラックの運行実態等を踏まえ、トラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ等の

観点から車両内ベッドが一定の基準を満たす場合には、拘束時間を24時間（28時間）まで延長できることと

されています。

車両内ベッドについては、安全な乗車を確保できるようにする必要があるところ、例えば、運転席の上部に

車両内ベッドが設けられている場合、２人乗務において使用することは当然に認められません。

・要件を満たす車両内ベッドがあり、①の拘束時間を22時間に
延長し、②の拘束時間を23時間に延長しています。この場合に
おいて、勤務終了後（帰庫後）、継続11時間以上の休息期間が
必要です。

・①において、運転者A・Bに要件を満たす車両内ベッドにおいて
合計８時間以上の仮眠時間をそれぞれ与えており、拘束時間を
27時間に延長しています。この場合において、勤務終了後（帰
庫後）、継続11時間以上の休息期間が必要です。

・拘束時間を始業の13:00から終業の9:00までの20時間に延長し、休息期間を終業の9:00から翌始業の13:00までの４時間に短縮しています。



業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、２暦日の拘束時間が21時間を超

えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、トラ

ック運転者を隔日勤務に就かせることができます。

・事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に４時間以上の仮眠を与える場合に

は、２週間について３回を限度に、この２暦日の拘束時間を24時間まで延長することができます。

・２週における総拘束時間は126時間（21時間×６勤務）を超えることができません。

・「隔日勤務」とは？

始業及び終業の時刻が同一の日に属さない業務をいいます。

！

【原則】

【例外】

3 隔日勤務
（改善基準告示第４条第４項第３号）



〈 ポイント 〉隔日勤務特例の考え方

隔日勤務特例の適用は、業務の必要上やむを得ない場合に限られます。日勤勤務と隔日勤務を併用して頻

繁に勤務態様を変えることは、労働者の生理的機能への影響に鑑み認められません。

・2暦日の拘束時間を始業の8:00から終業の5:00までの21時間に延長し、休息期間を終業の5:00から翌始業の
1:00までの継続20時間以上与えています。

・１週目の月曜日から火曜日にかけて、水曜日から木曜日にかけて、2週目の土曜日から日曜日にかけては、仮眠

施設で夜間4時間の仮眠を与え、2暦日の拘束時間を24時間に延長しています（2週に合計3回）。

・2週の総拘束時間は、24＋24＋13＋13＋13＋12＋24＝123時間＜126時間であり、基準を満たしています。

拘束時間２４時間
（１回目）

拘束時間２４時間
（２回目）

拘束時間２４時間
（３回目）

休息期間２０時間 休息期間１１時間

休息期間１１時間

休息期間２０時間

始業
8:00

始業
8:00

始業
8:00

始業
8:00

始業
8:00

始業
2:00

始業
4:00

終業
8:00

終業
4:00

終業
21:00

終業
2:00

終業
21:00

終業
21:00

終業
20:00

拘束時間１３時間

拘束時間１３時間

拘束時間１３時間

拘束時間１２時間

隔日
勤務

隔日
勤務

隔日
勤務

休日

休日

休日

休日

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

仮眠時間
４時間

仮眠時間
４時間

仮眠時間
４時間

24:00



・トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合、フェリーに乗船

している時間は、原則として、休息期間として取り扱います。

・その場合、休息期間とされた時間を与えるべき休息期間の時間から減ずること

ができます。ただし、減算後の休息期間は、２人乗務の場合を除き、フェリー下

船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の２分の１を下回ってはなりません。

・なお、フェリーの乗船時間が８時間(※)を超える場合には、原則としてフェリー下

船時刻から次の勤務が開始されます。

※２人乗務の場合には４時間、隔日勤務の場合には20時間。

4 フェリー
（改善基準告示第４条第４項第４号）



〈 ポイント 〉フェリー特例の考え方

フェリーに乗船している時間であっても、労働時間が発生した場合は、拘束時間として取り扱う必要がある

ことに留意しましょう。



１ 適用除外業務

以下の業務については、改善基準告示の適用が除外されます。

適用除外業務に従事する期間を含む一定期間内に、適用除外業務に従事しない期間がある場合は、

その期間に関しては、改善基準告示が適用されます。

その他6



2 休日の取扱い

休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とします。ただし、いかなる場合であって

も、その時間が30時間を下回ってはなりません。

このため、休日については、通常業務の場合は継続33時間（９時間＋24時間）、隔日勤務の場合は継

続44時間（20時間＋24時間）を下回ることのないようにする必要があります。

〈 ポイント 〉休日の考え方

休日は、休息期間＋24時間です。

・休息期間を分割して付与した場合、２人乗務の場合及びフェリーに乗船した場合には、休息期間に24時間を加算しても30時間に満

たない場合がありますが、この場合については、休息期間に24時間を加算して得た時間ではなく、連続した30時間の労働義務のない

時間を休日として取り扱います。なお、休日が暦日を単位として付与されている場合であっても、当該時間が所定の時間に満たない場

合は、要件を満たしません。

・２日続けて休日を与える場合は、２日目は連続24時間以上あれば差し支えありません。



3 発着荷主等の取組

トラック運送業は、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決

定件数が最も多い業種であることから、トラック運転者の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進

める必要があります。一方、長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すこ

とが困難なものがあり、その改善のためには、発荷主及び着荷主並びにトラック運送業の元請事業者（発着荷

主等）の協力が必要不可欠です。

このことを踏まえ、発着荷主等におかれては、次の取組を行っていただくようお願いします。

① 発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となること

 から、これを発生させないよう努めてください。

② 運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、トラック運転者が改善基準告示を遵守できるような着

 時刻や荷待ち時間等を設定してください。

③ 改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注をトラック運送事業者に対して

 行わないでください。

厚生労働省では、トラック運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、

発着荷主等の都合による「長時間の荷待ち」の改善に向けて、発着荷主等に対する「要請」等の取組を開始し

ています。（令和４年12月23日から）



労働基準監督署による要請の対象は、長時間の荷待ちを発生させている疑いのある発着荷主等です。

トラック運送業の事業場における長時間労働・過重労働（労働基準法などの違反が疑われるものに限

る。）の主な要因が発着荷主等による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいた

だくことができます。

ぜひ、「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」(※)に、長時間の荷待ちに関する情報をお寄せくだ

さい。



１ 時間外労働及び休日労働の限度
（労働基準法第36条、第140条／改善基準告示第１条第３項、第４条第５項）

労働時間は原則として１日８時間・１週40時間以内とされ（法定労働時間）、休日は少なくとも毎週１

回与えることとされています（法定休日）。

法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基

づく労使協定（36（サブロク）協定）を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

36協定で定める時間外労働の限度時間は、１カ月45時間及び１年360時間（１年単位の変形労働時間制

により労働させる労働者については、１か月42時間及び１年320時間）です。臨時的にこれを超えて労働

させる必要がある場合であっても、自動車運転の業務については、１年960時間以内としなければなりませ

ん（令和６年４月１日から）。

また、自動車運転の業務についても、「労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び休

日の労働について留意すべき事項等に関する指針」（※）が全面適用される（令和６年４月１日から）こと

を踏まえ、労使当事者は、36協定を締結するに当たっては、この指針の内容に十分留意しなければなりま

せん。

※ 平成30年厚生労働省告示第323号

なお、自動車運転の業務については、時間外労働及び休日労働によって、改善基準告示の１日の最大拘束

時間、１か月の拘束時間、１年の拘束時間を超えてはなりません。

時間外労働、休日労働7



2 休日労働の回数
（改善基準告示第４条第５項）

〈 ポイント 〉自動車運転の業務における時間外労働及び休日労働

時間外労働及び休日労働は必要最小限にとどめられるべきであることに留意しましょう。

休日労働の回数は２週について１回が限度です。



自動車運転の業務について、令和６年４月１日から時間外労働の上限規制（１年960時間）が適用

されることに伴い、36協定届の様式が改正されました。以下の流れを参考に、36協定の内容に合った

様式で届出を行ってください。

時間外労働及び休日労働に関する協定届8



※1 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の限度時間については、1か月42時間、1年320時間です。

※2 延長時間を1か月45時間・1年360時間超とする場合でも、

自動車運転の業務については、時間外労働は1年960時間以内、

自動車運転以外の業務については、時間外労働は1年720時間以内、時間外労働・休日労働の合計は単月100時間未満、2～6か月平均

80時間以内、時間外労働が1か月45時間を超える回数は1年について6回までとしなければなりません。

・控え(写)が必要な場合は、2部を労働基準監督署までお持ちください。受付印を押印し、1部を控えとして返戻します。

・36協定は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法によって、労働者に周知してください。

１か月45時間・1年360時間以内の時間数（※1）とする場合 １か月45時間・1年360時間を超える時間数（※1、2）とする場合
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